
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
三
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
一
項
の
表
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
健
康
増
進
課
」
を
「
健
康
づ
く
り
推
進
課
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
の
表
ス
ポ
ー
ツ
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

生
活
交
通
課

只
見
線
再
開
準
備
室

第
七
条
第
七
項
の
表
高
齢
福
祉
課
の
項
及
び
森
林
保
全
課
の
項
を
削
る
。

「
（
入
札
監
理
課
）

「
八

財
務
会
計
制

第
十
条
の
表
財
務
総
室
の
項
中

八

入
札
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

を

（
入
札
監
理
課
）

九

財
務
会
計
制
度
に
関
す
る
こ
と
。
」

九

入
札
及
び
契

度
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
る
。

約
の
制
度
に
関
す
る
こ
と
。
」

第
十
一
条
の
表
地
域
づ
く
り
総
室
の
項
第
七
号
中
「
整
備
」
を
「
振
興
」
に
改
め
る
。

「
（
旅
券
室
）

「
（
旅
券
室
）

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
中

を

二
十
三

海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。
」

二
十
五

海

に
改
め
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
三

外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
国
際
課
）

「
（
国
際
課
）

号
と
し
、

を

二
十

国
際
化
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

二
十
二

国
際
化
施
策

に
改
め
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

（
只
見
線
再
開
準
備
室
）

二
十

只
見
線
（
会
津
川
口
駅
か
ら
只
見
駅
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
の
鉄
道
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

只
見
線
の
利
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
生
活
福
祉
総
室
の
項
中
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
削
り
、
同
項
第
十
六
号
中
「
保

「
（
高
齢
福
祉
課
）

健
及
び
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
中

十
五

高
齢
社
会
対
策
の
総
合
企
画
及

「
（
高
齢
福
祉
課
）

を

び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
六

高
齢
社
会
対
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
福
祉
監
査
課
）

に
改
め
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、

を

十
三

社
会
福
祉
法
人
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
福
祉
監
査
課
）

に
改
め
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

十
四

社
会
福
祉
法
人
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。
」

る
。十

三

福
祉
及
び
介
護
人
材
に
関
す
る
こ
と
。

「
（
介
護
保
険
室
）

十
九

介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
生
活
福
祉
総
室
の
項
中

（
障
が
い
福
祉
課
）

二
十

障
が
い
者
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る

「
十
八

介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

を

（
障
が
い
福
祉
課
）

に
改
め
、
第
二
十

十
九

障
が
い
者
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

こ
と
。
」

一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第

二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
四

難
病
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
中
「
健
康
増
進
課
」
を
「
健
康
づ
く
り
推
進
課
」
に
改
め
、
第

九
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号

を
削
り
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

高
齢
者
の
社
会
的
活
動
の
助
長
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 号外第10号1



平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 号外第10号 2

「
（
県
民
健
康
調
査
課
）

十
二

原
子
力
災
害
の

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
中
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
削
り
、

（
地
域
医
療
課
）

十
三

医
療
法
（
昭
和

「
（
県
民
健
康
調
査
課
）

影
響
に
係
る
県
民
の
健
康
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十

原
子
力
災
害
の
影
響
に
係
る
県

を

（
地
域
医
療
課
）

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

民
の
健
康
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号
を

律
第
二
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
」

第
十
三
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二

号
を
加
え
る
。

十
六

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
中
第
四
十
九
号
を
第
五
十
号
と
し
、
第
四
十
二
号
か
ら
第
四
十

「
（
薬
務
課
）

八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

四
十
一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

「
（
薬
務
課
）

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

を

四
十
二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

」

三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

に
改
め
、
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
二
十
七
号

と
。

」

「
（
食
品
生
活
衛
生
課
）

か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

二
十
六

と
畜
場
及
び
化
製
場
等
に
関
す
る
こ
と

「
（
食
品
生
活
衛
生
課
）

を

に
改
め
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六

。
」

二
十
七

と
畜
場
及
び
化
製
場
等
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
医
療
人
材
対
策
室
）

号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

十
八

医
師
及
び
歯
科
医
師

「
十
八

結
核
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

を

（
医
療
人
材
対
策
室
）

に
改
め
る
。

に
関
す
る
こ
と
。
」

十
九

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
二
十
七

民
有
林
の
林
地
開
発
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
表
森
林
林
業
総
室
の
項
中

（
全
国
植
樹
祭
推
進
室
）

二
十
八

全
国
植
樹
祭
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

」

を
「
二
十
七

民
有
林
の
林
地
開
発
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
表
土
木
総
室
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
九

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
同
法
第
四
章
第
二
節
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
六
条
の
表
企
画
技
術
総
室
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

「
（
建
設
産
業
室
）

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

八

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
及
び
建
設
機
械
抵
当
法

九
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

「
（
建
設
産
業
室
）

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

を

九

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
及
び
建
設
機
械
抵

」

九
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

当
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

に
改
め
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

」

八

公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
十
八
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
の
表
部
に
属
す
る
総
室
（
財
務
総
室
、
危
機
管
理
総
室
、
企
画
調
整
総
室
、
生
活
環
境

総
室
、
保
健
福
祉
総
室
、
商
工
労
働
総
室
、
農
林
水
産
総
室
及
び
土
木
総
室
を
除
く
。
）
の
部
中
「
属

す
る
総
室
」
を
「
属
す
る
総
室
等
」
に
、
「
及
び
土
木
総
室
」
を
「
、
土
木
総
室
及
び
企
画
技
術
総
室
」

に
、
「
総
室
の
」
を
「
総
室
等
の
」
に
改
め
、
同
表
避
難
地
域
復
興
局
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
、
こ
ど
も

未
来
局
、
観
光
交
流
局
、
知
事
公
室
及
び
総
室
に
属
す
る
課
の
部
中
「
、
知
事
公
室
」
を
削
り
、
「
総

室
」
を
「
総
室
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
表
総
務
部
主
幹
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
務
部
知
事
公
室
総
括
主
幹

総
務
部
知
事
公
室
広
報
課
主
幹

第
二
十
四
条
の
表
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
総
括
主
幹
の
項
中
「
健
康
増
進
課
主
幹
」
を
「
健
康

づ
く
り
推
進
課
主
幹
」
に
改
め
る
。

「

技
術
支
援

上
司
の
命
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を

第
二
十
七
条
の
表
中

所

長

セ
ン
タ
ー

所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

「

上
司
の
命
を
受
け
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
処
理

所

長

所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

処
理
し
、

技
術
支
援

を

セ
ン
タ
ー

副

所

長

所
長
を
補
佐
し
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
処
理
す

」

（
任
意
設
置
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成31年３月22日 金曜日 福 島 県 報 号外第10号3

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
し
、

に
改
め
る
。

る
。

」

「

会
津

会
津

若
松

若
松

技
術

市

別
表
第
一
の
六
の
表
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
の
項
中

支
援

セ
ン

タ
ー

「

会
津

会
津

醸
造
・

若
松

若
松

食
品
科

技
術

市

産
業
工

醸
造
・

支
援

芸
科

食
品
科

セ
ン

「
四

ハ
イ

産
業
工

タ
ー

を

に
、

設
及
び

芸
科

す
る
こ

南
相

南
相

機
械
加

馬
技

馬
市

工
ロ
ボ
ッ

」

術
支

ト
科

援
セ

ン
タ
ー

」

「
四

ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
の
施

施
及
び
設
備
の
利
用
に
関

す
る
こ
と
。

テ
ク
プ
ラ
ザ
の
施

五

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト

設
備
の
利
用
に
関

を

フ
ィ
ー
ル
ド
の
研
究
棟
附

に
改
め
る
。

と
。

」

属
設
備
の
利
用
支
援
に
関

す
る
こ
と
（
南
相
馬
技
術

支
援
セ
ン
タ
ー
に
限

る
。
）
。

」

別
表
第
一
の
八
の
表
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
の
項
中
「
河
川
・
海
岸
課
」
を
「
小
名
浜
道
路
課
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
中
「
介
護
保
険
室
」
を
削
り
、
同
表
福
島
県
障

が
い
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

表
福
島
県
指
定
難
病
審
査
会
の
項
中
「
健
康
衛
生
総
室
健
康
増
進
課
」
を
「
生
活
福
祉
総
室
障
が
い
福

祉
課
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
医
療
審
議
会
の
項
中
「
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
農
業
共
済
保
険
審
査
会
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
障
が

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
暮
ら
し
や
す
い
福
島
県
づ

保
健
福
祉

い
者
差
別
解

く
り
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
八
十
五
号
）
第
十
九
条

部
生
活
福

消
調
整
委
員

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
が
い
者
の
権
利
利
益
の
保
護
に
つ
い
て

祉
総
室
障

会

助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
。

が
い
福
祉

課

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
六
の
表
の
改
正

規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）


